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宅
地
建
物
取
引
業
法
の
解
釈
・
運
用
の
考
え
方

(
平
成 
1
3
年
国
総
動
第
3
号
)
新
旧
対
照
条
文


れ
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

第 
3

4
条
の 
2
関
係 

条
及
び
第
7
5
条
の

2
の
「
正
当
な
理
白
」
が
あ
る
と
解

さ
れ
る
、
も
の
で
あ
る
こ
と
口

i

第 
3

4
条
の 
2
関
係 

5

媒
介
価
額
に
関
す
る
意
見
の
根
拠
の
明
示
義
務
に
つ
い
て

ω
(略
) 

ω
取
引
事
例
の
取
扱
い
に
つ
い
て

媒
介
価
額
の
評
価
を
行
う
に
は
豊
富
な
取
引
事
例
の
収
集
を
行

い
同
種
、
類
似
の
取
引
事
例
を
使
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

そ
の
場
合
に
は
取
引
事
例
の
中
に
顧
客
の
秘
密
に
関
わ
る
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
じ
、
収
集
及
び
管
理
は
、
次
の
点
に

留
意
し
、
特
に
慎
重
を
一
期
す
る
こ
と
と
す
る
。

①
取
引
事
例
を
顧
客
や
他
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
提
示
し
た

り
、
そ
の
収
集
及
び
管
理
を
行
う
指
定
流
通
機
構
に
報
告
す
る

行
為
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
法
第
3

4
条
の 
2
第 
2
項
の

規
定
に
よ
る
義
務
を
果
た
す
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
法
第

4
3

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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建
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業
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の
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に
よ
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義
務
を
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す
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4
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締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
建
物
の
工
事
請
負
契
約
の
成
否
が
土
地

の
売
買
契
約
の
成
立
又
は
解
除
条
件
で
あ
る
旨
を
説
明
す
る
と
と
も

に
、
工
事
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
後
に
土
地
売
買
契
約
を
解
除
す
る

際
は
、
買
主
は
手
付
金
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
旨
を
説
明
す
る
こ
と

と
す
る
。
な
お
、
買
主
と
建
設
業
者
等
の
間
で
予
算
、
設
計
内
容
、
期

間
等
の
協
議
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
ま
ま
)
建
築
条
件
付
土
地
売

買
契
約
の
締
結
と
工
事
請
負
契
約
の
締
結
が
同
日
又
は
短
期
間
の
う
ち

に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
冒
(
主
の
希
望
等
特
段
の
事
由
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
適
当
で
な
い
。

第 

4
5条
関
係

法
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4
5
条
及
び
第 
7

5
条
の 
3
の
「
正
当
な
理
由
」
に
つ
い
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法
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4

5
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及
び
第 
7

5
条
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3
に
規
定
す
る
「
正
当
な
理
由
」
と

し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
、
が
、
な
お
「
正
当
な
理

由
」
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
個
別
具
体
の
事
例
に
お
い
て
判
断
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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は
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の
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が
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ら
れ
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、
な
お
「
正
当
な
理

由
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当
す
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す
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と
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れ
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|改正後|
重要事項説明 三芝

俣司� 

(売買・交換)
(第二百) 

I 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項 
  
1 登記記録に記録された事項 


J
 

所有権以外の権利に� | 
(権利部(甲区) ) 

所有権に関する事項
関する事項(権利部
(乙区)所有す権るに係る権利に4

罰 事項

名義人 氏名土

地 住所

名義人 氏名建
， 

物 住所�  
. 

2 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要� 
E1 )都市計画法・建築基準法に基づく制限 

1 

画
法

都
市
言十

区域 の� )30 

市街化区域域域
市街化調整区
非線引区
準都市計画区域.
そ の {也

イ用途 地 域 名

市t F良

，制{ 限

の

の

概

内

要

容� . 

12 

建

築

基

準

法

ロ土世i域・地区・街区名等

、
、

ハ建薬i面積の限度
(建蔽率制限)

一延建築面讃の限度
(容積率制限) 

ホ影地籍と道路との関係

意4

(敷地面積 

(敷地面積 

限 の : 内

T rti -:- nr)x 

nrーー. ~) x 
. . 

容

ー

一一ー� 

.・
工d

ZIl2 

へ私道の変更文は廃止の
制限 、� 

ド ぞの.抱の制限-

. 

'、



|改正前|
重要�  事項一説明書φ

(売買・交換)
(第二面) 

I 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項� 
1 登記記録に記録された事項

所有権に関する事項� 所有権以外の権利に
< 

関する事項(権利部
(乙区) ) 

ぐ権利部(甲区) ) 

所関す宥.権に係る権利に
る事項

. 

土 名義人 〈氏，名

地 住所

名義人 氏名建

物 住所�  

-ー

2 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要� 
(1)都市計雷法・建築基準法に基づく制強 

1 区 域の�  Jjlj 信日 限 の 概 要

都市
市街化区-域

言十
市街都線化市調整区域
非 引 区 域

画 準 計画震域
法 そ の 他'

-ィ用 途 地 域 名 ，制 銀� の 内 ~才雪

2 

建
口地域・地区・街区名等 告リ .限 の 内 容

築
一"� 

基 -、

.. 

準 ハ建築面積の限度
(建べい率制限)

(敷地面積 0m2 .ー 工ri) x . 一一 ー司� rri 

法 ニ延建築面積の限度
(容積率制限) 

(敷地面積 m2 -

. 
rri) X Id. 

ホ敷地等と道路-との関係

へ私道の変更又は廃止の
制限

トその他の制限�  
、

‘ 



|改正後|

重要事項説明 書


(売買・交換)

(第九面)


記載要領� 
① Iの� 1について� 

f所有権に係る権利に関する事項]の棟には、買戻しの特約、各種仮登記、差押え等登記記
録の権利部-(甲区)に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。 

② 	 Iの� 2の(1)について
「用途地域名� j の欄には� 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高ν

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域ィ第二種住居地域、準住居地域
田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれか
に該当する場合にはその地域名を記入し、� f制限の内容j の禰には、建築物の用途制限、道路
斜線制限、隣地斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。� 

③ Iの� 2の(2) について� 
I法令名� j の欄には下記から該当する法律名を、� f事j設の概要j の繍にはその法律に基づく

叫制限の概要を記入するとと。

3 古都保存法� 11 務送業務市街地受健法� 18の2首都隠近郊緑地保全法� 25 道路法� 

J 

4 都市緑地法� 12 都市子専詩話発法� 18の3近主在畿手孝圏の保全区主主の整備に関する� 26 余聞新幹線鉄道設備法� 

5 主主産ま手点主主長� 12の2 沿道整備法� 1-8の4都市の低炭素化の促進に関ずる法律� 27 土地収用法� 

5の2 特定空港周辺特別措琶法� 12の3集落出家整備法� 180) 5_水防法� 28 文化財保護法� 

5の3景観法� 12の 密め促集進市街に地関すにおる法け律� 4φ る防災街区の重傷� 18の6 下水道法� 
29 舷会合窓法む.()自衛隊出工おいて主善用する場合� 

6 土地区画主主主霊法� 12の5 地向域上ににお関すけるる援法律史的E皇室主の綾持及び� 19 河)11法� 30 国土利用計E霊法� 

8の2 大の都供市給地の域促進におに関けする住る宅特及別び捻霞住主宅主地� 13 港湾法� 19の2特定都市河川浸水被害対策法� 31 廃棄物の処環ぷ:び清掃に潤する法律� 

6の3 地務施方処設点の都再市配地震域の促の整進備に及濁びす護る法業律業� 14 住宅地区改良法� 2-0 海ff.法� _32 土緩汚染対策法� 

6の4 i産災市街地復興特別捻置法� 15 公平宮地拡大推進法� 20の2津波防災地域づくりに関する法律� 33 都市再生特別企昔震法� 

7 新住宅市街地開発法� 
， 

16 重量泡法� 21 砂防法� 33の2地域再生法

‘ノ� 

7の2新都市基盤整備法� 1 7 宅地造成等規制法� 22 泌すべり等E右止法� 34 促高進齢箸に、関障す害る者法等律の移動等の円滑化の� 

8 
成!日市法街に地お改い造て法準用〈す!日妨る場災建合築に街限区る。造� } 

17の2"<'ンションの建替え等の円滑化に隠� 
する法律� 

23 急倣斜地法� 35 災害対策基本法

9 嘗区都議圏の獲の近備郊に車関産僚す主る虫法干普及律び都市開受� 17の3都市・公濁2長� 23の2 土砂災号害防止対策推進記長� 36 東日本大震災復興特別区域法� 

10 
一近間畿患闘の整の近翁鍔及Eび華僑隠害区警域に及濁びす都る法市律開発� 18 自然公民法� 24 森林法� 3'7 大規模災害からの復興に関する法律

(注)数字は、宅地建物取引業法施行令第 3条第� l項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。� 

④ Iの� 3について
略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には.、� f備考j の欄にその略図等を記すこと。� 

⑤ Iの� 4についで
イ 「施設の整備予定j の様の� f排水j の項のかっこ書には、整備が予定されている施設の穣

別を記すこと。
ロ 負担金の額が概算額である場合には、その旨を� f備考j の欄に記すこと。� 

⑥ 	 各禰とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、該
当部分を明示してその旨を記すこと。



|改正前|

重要事項説明書 


(売買・交換)

(第九面)


記載要領� 
① Iの� 1について� 

f所有権に係る権利に関する事項j の横には、買戻しの特約、各種仮登記、差押え等登記記
録の権利部(甲区)に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。� 

② 	 Iの� 2の (1)について 
f用途地域名� Jの欄には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
-近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれかに該当する場合
にはその地域名を記入し、� f制援の内容j の欄にはよ建築物の用途制限、-道路斜線制限、ー隣地
斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。� 

③ Iの� 2の(2) について
[法令名 j の禰には下記から該当する法律名を、� f制限の概要Jの欄にはその法律に基づく

制限の概要を記入すること。

3 古都保存法� 11 続適業務市街地整翁法� 18の2首都圏近郊緑地保全法 .52 道路法� 

4 ゃ都市緑地法� 12 都市再開発法� 18の3近法畿律簡の保全区域の襲俄に関する� 26 全国新幹線鉄道整備法� 

5 生産緑地法� 12の2 沿道重要翁法� 18の4都市の低炭素化の促進に関する法律� 27 土地収用法� 

5の2特定空港周辺符lllJ捻償法� 12の3集落地核整備法� 18の5 水防法� 28 文化財保護法� 

5の3景観法� 12の4 密の集促進市街に地関すにおる法け律る防災街区の整備� 18の6 下水道法� 
29 航を空含法む.{}自衛隊法において準用する場合� 

6 七生直i嘉蔵整現法� 12の5継向続上ににお箆すけるる法歴律史的風教の維持及び� 19 i'iiJJII法� 30 国i:利用言f商法� 

6の2，大の都供市給地の促犠進におに関けする住る特宅別及び措援住法宅地� 13 滋湾法� 1!lの2特定都市痢)11浸水被害.対策決� 31 耳著書毒物の処努及rJ清掃に喜男する法律� 

Sの3地務方施拠設点の都再街起地貨域の促の整進備に及関ひす濠る業法律業.� 14 住宅地区改良法� 20 海岸法� 32 土壌汚染対策法� 

6の4被災市街地復興特別捻震法� 15 公有地拡大推進法� 20の2津波筋災地主主づくりに関する法律� 33 都市再生特別鎗置法� 

7 新住宅市街地開発法� 16 農地法� 21 砂防法� 33の2地域再生法� 

7の2新都市基盤獲銭法� 17 宅地造成等規制法� 22 地すべり等防止法� 34 E促言語進争者に、関障す害る者法等律の移動等の円滑化の� 

8 
成!日市法街に地お改い違て法準用{す{日紡る場災建合築に街限区る.造� ) す1る7法の律27ンションの建答え等の内海{とに関� 23 念傾斜地法� 35 災害対策主主本法� 

9 言広都域圏の整ゐ備近郊に獲隠す備地る法手普及律t綿布倒発� 17の3都市公園法� 23の2土砂災害妨.J!::対策推進法� 36 来日本大震災復爽特別区域法� 

10 
近区主畿主留の襲の近惨郊及び整備調革区委域!;及翻芳び三都る法市律閲覧� 18 自然公豊富法� 24 森林法� 37 太規模災害からの復奥に関する法律

(注)数字は、宅地建物取引業法施行令第 3条第� 1項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。� 

@ 1の� 3について
略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、� f備考Jの欄にその略図等を記すこと。� 

⑤ 	 Iの� 4について
イ� f施設の整備予定j の禰の「排水Jの項のかっこ書には、整備が予定されてい石施設の種

別を記すこと。

ロム負担金の額が概算額である場合には、その旨を� f備考j の欄に記すこと。
 

⑥ 	 各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともによ該
当部分を明示してその旨在記すこと。

I 



|改正後|
重要事項令説明

(区分所有建物の売買・交換)
(第二面) 

I 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項� 
1 登記記録に記録された事項

.所有権iと関する事項 所有権以外の権利利に
(権利部(甲区) ) 関する事項(権部

所有権に係る権利にー� e (乙区 ) 
関する事項 .. 

も

名義人 氏名土

j住所地

名義人 氏名建

住所物

1 区域~の 日IJ 告U_ 限 の 概 要

都市

計
画
法

市街 -化区域�  
市街化調整区域

非都線市計引区域
準 西区域
そ の 他

< 
警

、

イ用 途 地 域 名 告4 限� の 内 容

2 

建
ロ地域・地区」街区名等 告1 F畏 の 内 容� 

築

基

準 ハ建築面積の限度手
(建蔽率制限)

、
(敷地面積 m2 - ni) x s一一 笈12 

法 ニ延建築(容面積積率の制限限度) 
(敷地面積 H12 -.LH ni) x 一一� trf 

ホ敷地等と道路との関係

ヘー私道の変更又は廃止の

』一部摂� 

2 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限ぬ概要、
(工)都市計題法・、建築基準法に基づく制限 

一



|改正前|
重要事項説明書

(区分所有建物の売買・交換)
(第二面) 

I 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項� 
1 登記記録に記録された事項

所有権部に関する事項 所有権以外項の権利に
(権利 (甲区) ) 関する事 (権利部

所有権に係る権利に (乙区) ) 
関する事項

，

名義人 氏名主

土世 住 所

名義人 氏名建

住所物
.， 

2 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要� 
(1)都市計画法・建築基準法lこ基づく制限� 

1 区域 の別 信1 限 の 概� 要

都
市
計
霞
法

市街化区域
市街化調整，区域
非線引区域
準都市計画区域
そ の 飽

r 

イ用 途 地 域名 帝1 限� の 内 イdゴ?宇・

2 

建
ロ地域・地区ご街区名等 需5 限 の 内 谷rチー予� 

築

基-

、‘ 

準 ハ建築面積の限度
(建ペい率制限)

(敷地面積 m2 - n:i) X 一一� nf 

法 ニ延建築面積菱率の制限限度)
•(容積

(敷地面積 m2 - nf).x 一 ‘江12 

ホ敷地等と道路との関係

へ私道の変更又は廃止の
制限



|改正後|

重要事項説明書

(区分所有建物の売買・交換)
(第十一面)

記載要領� 
① 	 Iの� 1につ，いて

イ 「土地j 及び� f建物j は、一棟の建物及びその敷地のうち取引に係るものについて記載す
ること。

ロ	 f所有権に係る権利に関する事項j の欄には、翼戻しの特約 v 各種仮登記、差押え等登記
記録の権利部(甲区)今に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。'� 

② 	 Iの� 2の(1.) について� 
f用途地域名 j の欄には、第一種低罵住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、白
田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれか
に該当する場合にはその地域名を記入し、・ 「制限の内容j の禰には、建築物の用途制限、道路
斜線南j張、隣地斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。� 

③ 	 Iの� 2 (2) について� 
f法令名 j の欄には下記から該当する法律名を、� f制限の概要j の欄にはその法律に基づ〈

制限の概要を記入すること。

3 古事務保存法� 11 続適業務市街地車主儀法� 18の2首都館近匁緑地保全法� 25 道路法

4 都市緑地法� 12 都市再開発法� 18の3近法律畿毘の保全区域の繋備に関する� 
26.ー 全開新幹線鉄道整備法

5 生護緑地法� 12のZ 沿道整備法� 18の4都市の低炭素化の促進に偲する法律� 27 土地収潟法� 

5の2特定空港周辺特5j1J捻鑓法� 12の3集築地域笠儀法� 18の5_水防法� 28 文化財保護法� 

5の3景観法� 12の41iの苦集促市進街に地濁すにおる法け律る防，災街区のE華僑� 18の6 下水道法� 29 航を含空むまま。{〉自事長隊法において準局する場合 | 

6 土地区顔護軍主主長� 120)5黄向色裁上ににお箆すけるる震法史律的鼠教の維持及び� 19 河)11法� 30 箆土利用計画法� 

6の2大の都供市給地の域促進におに関けする住る宅特及別び猪置住宅法地� 13 港湾法� 19の2特定都市河)11浸水被答対策法� 31 廃棄物の処理及び清掃に関する法律� 

6の3務地施方製設点の、脊都市fie地援裁の促の進EE係iζ及関すび農る業法業律� 14 住宅地区改良法� 20 海岸法� 32 土壊汚染対策法� 

6の4被災市街地復奥特別J昔援法� 15 公有地拡大推進法� 20の2津波防災地域づく� 9に関する法律� 33 都市再生特別指産法� 

7 童青干主宅市街地開発法� 16 ‘農地法� 21 砂防法� 33の2総裁詩集法� 

7 の 2 新都ï!J~基盤繋償法 11' 宅地造成等銀総法� 22 地すべり等妨止法� 
34 促高進鈴者に、関す降雪る害者法等律の移動等の円滑化の� 

8 
成!日市法街に地お改い造て準法用{す!日防る場災建合築に若限手区る造0) す1る7法の律2 "7ンジョンの主主替え等の伺滑化に関 23 急傾斜地法� 

d 

35 災害対策主主本法� 

9 首区域都磁の整の近備郊に整隠す備総る法務律及び都市開発� 17の3都市公罰法� 23の2土砂災害妨止対策推進法� 36 東日本大震災復興特別区域法� 

10 今 広近域畿圏のの室主近僚郊及整び傍癒劃広域と関及び空都益法市第開発一18 自然公閣法� 24 森林法� 37 大規模災害からの復興に関する法律

(注}数字は、宅地建物取引業法施行令第 3条第� 1項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。.� 
④ Iの� 3について

略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、� i備考j の欄にその略図等を記すこと。� 
⑤ Iの4について

イ� • i施設の整備予定J.の欄の� f排水j の項のかっこ書には、整備が予定されている施設の種
別を記す'こと。

ロ 負担金の額が概算額である場合には、その旨を� f備考j の欄に記すこと。、� 
⑥ 各禰とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、そ

の旨を記すこと。特に、規約等の内容を記入する繍については、そのすべてを記入することに
ー代えて、，その写しをを添付することで足りるものとする(ただし、該当部分を明示すること)。



|改正前|

重要-事項説明書

(区分所有建物の売買・交換〉
(第十一寵)

記載要領� 
① 	 Iの� 1について

イ� f土地j 及び� f建物j は、一棟の建物及びその敷地のうち取引に係るものについて記載す
ること。

ロ	 f所有権に係る権利に関する事項Jの禰には、買戻しの特約、各種仮設記、差押え等登記
記録の権利部(甲区)に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。� 

② 	 Iの� 2の(1)について
「用途地域名 J.の欄には、第一種低麗住居専用地域、第二種低窟住居専用地域、第一種中高。

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれかに該当する場合
にはその地域名を記入し、� f制限の内容j の欄には、建築物の用途制限、道路斜線制限、隣地ー
斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。� 

③ 	 Iの� 2 (2) について� 
f法令名 j の欄にはで記から該当する法律名を、� f制限の概要j の欄にはその法律に基づく

制限の概要を記入すること。

18の2 首都圏近気緑地保全法3 古都保存法� 11 涜遜業務市街地受儀~ 25 道路法

18の3近法律畿圏の保全区域の楚備に関する12 都市幕開発法4 都市緑地法� 26 全国新幹線鉄道設備法

12の2 沿道援儀法� 18の4都市の低炭素化の促進に関する法律5 生産緑地法� 27 土地収用法� 

18の5目水防法12の3集落地減整備法5の2 特定空港周辺特別措鐙主主� 28 文化財保護法� 

29 航を空会法む.{)自衛隊法において室関する場合J12の4密の促集進市街に地関すにおる法け律る防災街区の整儀� 180)6下水道法5の3 景観法� 

12の5地向核上ににお関すけるる震法律史的思教の維持及び� 19 iiiJJ11法6 土地区淘整玉里法� 30 富士利用計画法� 

6の2大の都供市給地の織促進におに隠けする住る宅狩別及び措住置宅法地� 13 港湾法� 19の2特定都市河川浸水彼害対策法� 31 廃棄物の処還及び議録に関する法律� 

6の3務地施方拠設の点都i'}市記地震域の促の進設備に及関すびE 業る筆法業律 14 住宅地区改良記長� 20 弾事岸法� 32 土壊汚染対策法� 

20の2津主主防災地続づく':)(こ潤する法律6の晃被災市街地復興特別指憲法� 15 公有地鉱大推進法� 33 都市再生特別J苦置法� 

2i iT紡まま7 事庁伎宅市街地開発法� 16 農地法� 33の2地域再生法� 

34 高促進齢者に、関健す害る者法等律の移動等の円滑化の� 17 宅地造成等規制法� 22 地すべり等紡止法7の2新都市基盤整備法� 

~ 

23 急傾斜織法8 
成!日法市街に地お改い造て法準用{す!日防る場災建合築に街限区るa造� } す1る7法の律2マンションの主主餐え等の円滑化に関 35 災害対策基本法� 

9 首区都域国の整の近鑓郊に整関儀す地る法干普及律び都市開発� 23の2土砂災害紡Jl:対策推進法17の3都市公民法� 36 3在民本木震災復興特別区域法� 

10 
近区域畿留の整の近備郊及整び備開発区波に及関すび都る爺法律凋発� 18 自然公園法� 24 森林法� 37 大規模災害からの復爽に関する法律

(注)数字は、宅地建物取引業法施行令第3条第� 1項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。� 
④ Iの� 3について

略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、� f備考j の構にその略図等を記すニと。� 
⑤ Iの 4について

イ� f施設の整備予定j の禰の� f排水Jの項のかっこ書には、整備が予定されている施設の種
別を記すこと。

ロ 負担金の額が概算額である場合には、その旨を「備考j の欄に記すこと。� 
⑥ 	 各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、そ

の旨を記すこと。特に、規約等の内容を記入する欄については、そのすべてを記入することに
代えて、その写しをを添付することで足りるものとする(ただし、該当部分を明示すること)。



|改正後|
重 要 事項説

(宅地の貸借)
(第二面)

明 書

I 対象となる宅地に直接関係する事項� 
1 登記記録に記録された事項

所有権に関する事項
(権利部〈甲区)) 

ー巨

所有権に係る権利に
関する事項

所有権以外の権利に
関する事項(権利部
(乙区) ) 

名義人氏名

住所�  

2 都市計画法、建築基準法等の法令に基づベ制限の概要� 
(1 )都市計画法・建築基準法に基づく制限 

1 

. 

区域 の� 5jfj 告リ 限 の 概 要

郡市
市街化区域

計 市街化調整区区域
画 非線引 域
法 準都市計画区域

、 そ の 他

イ 用 途-地'域 名 子制� F長 の 内� $. 
.. 

2. 

建
ロ地域地区・街区名等 需日 一限 の 内 容� 

J 

築

基� . 

準 ハ建築面(建積蔽の率限制.度限 (敷地高積 rrf- rrf) x El2 

法 ニ延建築(容面積積率の制限限度) 
(敷地面積 rrf-'-

~ 

rrf) x 一一 江i 

ホ敷地等と道路との関係
， 

へ私道の変更又は廃止の
制限

ー
い
巳 

一

(2) 	 (1)以外の法令に基づく制眼� 
it法-令名�  i 帝j 限� の 概 要

υu 

¥__ 



|改正前|

重要事項説明書�  

.(宅地の貸借)

(第二面) 

I 対象となる宅地に直接関係する事項� 
1 登記記録に記録された事項

所有権に関する事項
(権利部(甲匹) ) 

g 

所有権に係る権利に
関する事項

名義人 氏名

住 所� 

所有権以外の権利に
関する事項(権利部
(乙区) ) 

2 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制眼の概要� 
( 1 )都市計画法・建築基準法に基づく制限 

1 区 域 の� )jIJ 
" 

告1 F畏 、0) 概 要'
都
市 市市 街化区域
計 街化調整区域域.ー
画 非線引区
法 準都市計画区域

そ の {也 r

イ用 途 地 域 名 告u. 限� の 内 廿d=  

‘ 
2 

建
ロ地域・地区・街区名等 毒。 限 の '内 容

築
へ

基

準 ハ建築面積の限、率度制
(建ペし 限)

{敷地面積 IIf- rrO.X 一一 訂12 

法 ニ延建築面積の限度
(容積率制限)

ホ敷地等と道路との関係

(敷地面積 m2  - rri). X ・ 一� gl2 

ー

へ私道の変更文は廃止の
制限�  

(2 ) (1 ).以外の法令に基づく制限 
法 メ~、 名 要‘'概のF長告リ� 

m 




|改正後|

重要事項説明書 


(宅地の貸借)

(第七面)


記載要領� 
① 	 Iの� 1について

「所有権に係る権利に関する事項j の欄には、買戻しの特約、各種仮登記、差押え等登記記
録の権利部(甲区)に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。� 

② 	 Iの� 2 (1) について
「用途地域名� j の欄iこは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高

層住居専用地域、第二種中高麗住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域ι

田富住居地域、近隣菌業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれか
に該当する場合にはその地域名を記入し、� f制限の内容j の欄には、建築物の用途制限、道路
斜線制限、隣地斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。� 

③ 	 Iの� 2 (2) について� 
f法令名� j の欄には下記から該当する法律名を、� f制限の概要Jの欄にはその法律に基づく

制限の概要を記入すること。

3 古都保存法� 11 流通業務市街地盤備法� 18の2首都鹿近郊緑地保全法� 25 道路法� 

4 都市緑地法� 12 都市再開発法� 18の3近法律畿磁の保余IK竣の設備に濁する� 26 全国新幹線鉄道E華僑法� 

5 生産緑地法� 12の2 沿道整備法� 18の4都市の低炭素化の促進1::箆する法律� 27 土地収用法� 
4・� 

5の2特定空港周辺特別措霊法� 12の3集落地域整備法� 18の5氷紡法� 28 文化財保護法� 

5の3 景観法� 12の4 密の促集進市街に地関すにおる法け律る防災街区の整備� 180)6下水道法� 29 航を空含法む。()自衛隊法において準用する湯合� 

6 土地区爾受理法� 12の5地向域土にに関おすけるる歴法律史的民王立の維持及び� 19 初JJI法� 30 額七利用言十周法.

自の� 2大の都供市給封の主主促主進におに関けする住る特宅別及措び置住宅法地� 13 港湾法� 1!lの 2q守定都市/iiJJII浸水波容対策法� 31 廃棄物の処1!l!及び清掃に関する法律 

6の3地務施方拠設点の都再市配地置域のの促き進華僑に及関びす護る業法業律� 14 住宅地区改良法 主0 海岸法� 32 土壌汚染対策法� 

6の4 被災市街地復興特別措重量法� 15 公平干治拡大推進法� 20のZ津波防災地域づくりに関する法律� 33 都市再生特別緒言霊法� 

7 令 新住宅市街地開発法� 16 農地法� 21 砂防法� 33の2地域再生法� 

7の2新都市碁盤整備法� 17 宅地造成等規制法� 22 地すベり等訪011:法 
34 促高齢進者に;関Fす章害る者法等律の移動等の内滑化の� 

8 成!日市法街犯地お改い造て準法用{す!日妨る袋災建会築に街娘る区。造) す1る7法の律2""'<'ンシヨンの主主主幸え等の同滑化に筒� 23 急傾斜地法� 35 災害対策基本法� 

9 首区都域額の護の備近郊に霊隠華す僑地る法帯及律び都市開発� .17の3都市公恩法� 23の2土砂災害防止対策推進法� 36 東日本大震災復興特別区域訟� 

10 
近区域畿の圏護の衛近及郊整登備源義区域!;:及関空び都る益市金開発� 18 自然公園法� 24 森林法� 37 大規模災害からの復興に関する法律

| 

(注)数字は、培地建物取引業法施行令第 3条第� 1項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。� 

③ Iの� 3について� ' 、

略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、� 

，
べ、

f備考j の欄にその略図等を記すこと。� 
@ IIの� 6について� 

f一般借地契約J、 「定期借地契約j のれずれに該当するかを明示すること。� 
?⑤ 各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、該

当部分を明示してその旨を記すこと。



|改正前|
重要 事項説明

〔宅地の貸借)
(第七面・)

記載要領� 
① Iの� 1について� 

書

f所有権に係る権利に関する事項j の欄には、買戻しの特約、各種仮登記、差押え等登記記
録の権利部(甲� IR) に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。� 

② Iの� 2 (1) について� 
f用途地域名� j の禰には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高

層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域i第二種住居地域、準住居地域、
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれかに該当する場合
にはその地域名を記入し、、「制捜の内容j の構に、は、建築物の用途制限、-道路斜線制限、隣地
斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。� 

③ Iの� 2 (2) について� 
f法令名� j の欄には下詑から該当する法律名を、� f制限の概要j の欄にはその法律に基づく

制限の概要を記入すること。‘� 

3.". 古都保存法� 11 rnEi車業務市街地整備法 18の2首都箆近郊緑地停会主長� 25 道路法� 

4 都市緑地法� 12 都市再開発法� 18の3近法律畿箆の保全区域の整備に関する� 26 全国新幹線鉄道援備法� 

5 生産緑地法� 12の2 沿道整備法� 18の4都市の低炭素化の促進に関する法律� 27 土地収用法� 

5の2 特定空港周辺特別捻置法� 12の3集落3也媛豊臣備法� 18の5水防法� 28 文化財保護法� 

5の3景書革法� 12の4密の集促進市街に地濁すにおる法け律る防災街~の整備 18の5‘下水道法� 
29 航を空含法む.{}自衛隊法において準用する場合� 

6 +.地区商整理法 12の5 j向世嫁上ににお関すけるる法歴律史的風致の維持及び� 19 河j司法� 30 箆4て利用計画法� 

6の2大の都供給市地の促携進におに関けする倹る特室長及別捨び援住宅法地� 13 港湾法� 19の2特定都市河川i浸水被害対策法� 31 廃棄物の処翠及び清掃に関する法律� 

6の3地務方施拠設点の都再市配地置域の促の整進備に及箆びす産る業法業律� 14 住宅地区改良法� 20 海岸法� 32 土壌汚染対策法~� 

6の4被災市街地復興特別按霞法� 15 公有地抵大推進法� 20の2津波防災地域づくりに関する法律� 33 都市再生特別措震法

新住宅市街地開発法7 16 農地法� 21 砂防法
、� 

33の2地域干芽生法� 

7の2新都市基盤整備法� 17 宅地造成等規制法� 22 泌すベり等訪止法� 
34 促高進齢者に、関合符す害る者法等律の移動等の円滑化の

日
成!日市法街に地お改い造τ準法用{すi日妨る場災建合築に街限区るa主主) す1る7法の律2 マンションの建答え等の円滑化に関� 23 急傾斜線法� 35 災害対策基本法� 

9 首広都域践の受の備近郊に獲関備す地る干法普及律び都市街発� 17の3都市公園法� 23の2 土砂災害防止対策推進法� 36 来日本大震災復奥特別区域訟� 

10 近区域畿圏の整の近備及郊皇び室備開発区域に及関すび都る法市律開発白� 18 自然公園法� 24 森林法� 37 大規模災害車、らの復興に関する法律

{注)数字は、ー宅地建物取引業法施行令第 3条第� 1項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号で、
あるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。� 

③ 	 Iの� 3について
略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、� f備考j の欄にその略図等を記すこと。� 

④ 	 Eの� 6についで� 
f一般借地契約j 、� f定期借地契約Jのいずれに該当守るかを明示すること。� 

⑤ 	 各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記:入しそれを添付するとともに、該、� 
f 当部分を明示してその旨を記すこと。
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-都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)

置室望璽霊童
@まちづ、くりに当たって、公園、広場、緑地、農地等のオープンスペースは多面的な機能を発揮

一景観(潤い)、環境(雨水貯留、生物多様性)、防災(延焼防止、避難)、体験周学習圃交流、にぎわい

@緑豊かなまちづくりに向けでは、以下のような課題が顕在化

〆量的課題一一人当たり公園面積が少ない地域が存在 


一これまで宅地化を前提としてきた都市農地は、減少傾向

〆質的課題一公園ストックの老朽化の進行・魅力の低下、公園空間の有効活用の要請等 

当一方、使い道が失われた空き地が増加 


。地方公共団体は、財政面、人材面の制約等から新規整備や適切な施設更新等に限界

…「経済財政運営と改革の基本方針2016J i日本再興戦略2016J(閣議決定)において都市農地の確保、保育所
の公園占用特例の一般化等を措置するよ

，
う位置付け

|砂芝生空間とカフェテラニプ
スが一体的に整備さ

れた公園(イメージ)
 

0新たな用途地域の類型として

0公圏内のPFI事業に係る設置管理 回国住居地域を創設

許可期間の延伸(10年→30年)
 (地域特性に応じた建築規制、農

0公園の活性化に関する協議会の設置
ー市民緑地(イメージ)� 

地の開発規制)� 

O市区町村が策定する「緑の基本計画J(緑のマスタープラン)の記載事項を拡充
一都市公園の管理の方針、農地を緑地として政策に組み込み

【目標・効果】

民間活力を最大限活かして、緑・オープンスペースの整備・保全を効果的に推進し、緑豊かで魅力的なまちづくりを実現� 

(KPI)民間活力による公園のリニューアル約100件� (2017"""2021 [2017:5件ノ�  2021:40件])

民間主体による市民緑地の整備 約� 70件� (2017"""2021 [2017: 5件ノ�  2021:25件1)
※地方公共団体等への意向把握をもとに推計

-・・~珂冨M"Ü蓄電罰百団・・・ E璽璽璽境関宮司・・・-・・ 
【都市公園法等】� 【都市緑地法】� 

0都市公園で保育所等の設置を可能 O民間による市民緑地の整備
に(国家戦略特区特例の一般措置化)� を促す制度の創設

一市民緑地の設置管理計画を市

0緑の担い手として民間主体を

0民間事業者による公共還元型の収 区町村長が認定� 
益施設の設置管理制度の創設

ー収益施設(カフェ、レストラン等)の設置
管理者を民間事業者から公募選定

D悶定資醐の軽減�  

(予算)施設整備等に対する補助 

| 
j 

一設置管理許可期間の延伸� (10年→20年)、

建蔽率の緩和等

一民間事業者が広場整備等の公園リ=ューア 指定する制度の拡充
ルを併せて実施

一緑地管理機構の指定権者を知

事から市区町村長に変更、指定[:予算)広場…一金鮒け
対象にまちづくり会社等を追加【一…一律】]


(予算)広場等の整備に対する補助 

0生産緑地地区の一律500mの
面積要件を市区町村が条例で
引下げ可能に(300討を下限)

[(税)現行の税制特例を適用) 

0生産緑地地区内で置売所、農家
レストラン等の設置を可能に� 


